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10 令和８年度様式及び記載例と記載内容の説明 

（1） 様式 １ 廃棄物自主管理計画(状況)報告書（チェックシート・アンケート）

について 

本報告書の作成は、自主管理を推進するため、事業場の状況を明らかに

していく視点から、次の３点で構成されています。  
②  事業場の基本的データに関する部分  
②  廃棄物の自主管理状況について、自己評価していただく部分  
③  電子マニフェストの採用状況などに関するアンケートにお答え  

いただく部分  
      
この様式で報告いただいたデータを県内全域で集計して、貴事業場の

データを比較できる「フィードバック個票」  （参考資料１参照 P.60） 
を作成し、提供しています。３Ｒ（発生抑制、再使用、再生利用）の取組

の事項を参考としてください。  
 

＊【法定事項等の確認項目】表（記載例 P.23～25）については、  
提出の必要はありませんが、廃棄物処理法や各リサイクル法等の  
遵守項目のチェックにお役立てください。  

   
②の自己評価していただく内容  

区 分  項  目  等  取  組  内  容  

Ⅰ  適正処理関連  
１  管理体制等  文書規定の整備、組織の状況、取組の

状況  

２  処理委託  業者選定、委託前確認、委託後確認  

Ⅱ  ３Ｒ関連  
１  事業場内３Ｒ  発生抑制、循環的利用  

２  製品３Ｒ  発生抑制、循環的利用  

Ⅲ  その他関連  
グリーン調達  

コミュニケーション  

 Ⅳ  建設廃棄物に関する自主管理状況  
建設工事における建設混合廃棄物  
建設汚泥の発生が見込まれる工事  
建設リサイクル  

Ⅴ  令和７年度における不要物等発生量及び有償物量  

Ⅵ  令和７年度における産業廃棄物の最終処分の状況  

Ⅶ  全体的な自己評価  令和７年度の主な取組内容と全体的

な自己評価の記載をお願いします。  
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記 載 例 

 

１
廃棄物自主管理計画（状況）報告書

（チェックシート・アンケート）

殿

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号

事業場の名称

事業場の所在地

自主管理事業

登録番号
No． ○○○○

資本金 百万円　　※　令和8年４月１日現在

全社 650 人 当該事業場 人

事業の種類

（日本標準産業分
類より）

全社 74,000 5,500 百万円/年)

全社 百万円/年)

床

全社 百万円/年)

（上記項目に該当しない場合にはこちらに記載をしてください。）

主要な生産品・
サービス等

事業者名の公開に

ついて

【本報告書に関する事項】

部署名： 電話番号：

担当者名： 電子メール：

実施状況報告書

(R7年度の結果)
３．産業廃棄物： 提出有

処理計画書

（R8年度の計画）
２．産業廃棄物： 提出有

162　　無機化学工業製品製造業Ｅ16－化学工業

具体的な業種

（日本標準産業分類：
中分類又は小分類）

  電子メールでの行政情報の希望の有無 希望する ※希望の有無を選択してください。

廃棄物処理計画等
の提出状況

（当該年度提出分）

提出有 ５．特別管理産業廃棄物： ※計画書等の提出
の有無を選択してく
ださい。提出有 ４．特別管理産業廃棄物：

医薬品製造

公開可
※　本事業では、ホームページで事業者リストを公開（事業者名のみ）しています。
事業者名の公開の可否について左記より選択してください。

記入担当部署

品質管理課 ○○○○-○○-○○○○

○○　○○ ○○○＠○○.co.jp

（その他業種の場合）

　　売上高
百万円/年　 (当該事業場

事業規模

※前年度実績を記入、

医療機関は前年度末

時点の病床数を記入。

（製造業の場合）

　　製造品出荷額等
百万円/年　 (当該事業場

（建設業の場合）

　　建設工事元請完成工事高
百万円/年 　(エリア内

（医療機関の場合）
　　病床数

　神奈川県・横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市が推進する廃棄物自主管理事業により、廃棄物自主管理に関わ
る計画および状況について、別紙のとおり報告します。

○○市○○町○－○

※　各事業場に送付した「フィードバック個票」の「貴事業場に関する属性データ」か
ら貴事業場の自主管理事業登録番号を転記してください。
　また、新規参加の場合は「新規」と記載してください。

従業員数
250

  ※　令和8年4月1日現在の常勤する従業員数

○○○○株式会社　○○工場

50

　所在地 東京都千代田区○○町○－○

　氏　名
○○○○株式会社
代表取締役　○○　○○

03-○○○○-○○○○

令和 ８ 年 ６ 月〇〇日
神奈川県知事

提出者

「6月30日」「6/30」等を入力すると、

和暦で表示されます。

【提出者の例】

・事業者の代表 ： 代表取締役等

・事業場を管理している代表者 ： 工場長、工場管理者等
・建設業の場合 ： 支店長等

処理計画の作成単位となった

事業場（建設業の場合は、処理

計画を策定した支店等）の名称
等を記載してください。

日本標準産業分類の中分類又

は小分類を記載してださい（分

類番号、分類項目等）。
判断がつかない場合は、総務

省のWebサイトをご覧になるか、

所管の県又は政令市までお問
合せください。

・神奈川県知事

・横浜市長

・川崎市長

・相模原市長

・横須賀市長

から提出先を選んでください。

代表者印及び

社印等は押印

しないでください。

県内で初めて提出する場合は

「新規」としてください。 処理計画の作成単位となった事業

場の従業員数を記載してください。

P.73参照
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建設業の場合＊ 

【様式 １ ～ 様式 ５ （表紙）共通記載事項】 

❶事業場の名称…「処理計画等」を策定した本店・支店等の貴社名を記載  
❷事業場の所在地…「処理計画等」を策定した本店・支店等の住所  
❸事業規模（建設工事元請完成工事高）…全社及び当該事業場（県又は政令市の  

各行政区域）の前年度実績を記載  

 

１
廃棄物自主管理計画（状況）報告書

（チェックシート・アンケート）

殿

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号

事業場の名称

事業場の所在地

自主管理事業
登録番号

No． ○○○○

資本金 百万円　　※　令和８年４月１日現在

全社 3,000 人 当該事業場 人

事業の種類
（日本標準産業分

類より）

全社 百万円/年)

全社 325,000 100,000 百万円/年)

床

全社 百万円/年)

（上記項目に該当しない場合にはこちらに記載をしてください。）

主要な生産品・
サービス等

事業者名の公開に
ついて

【本報告書に関する事項】

部署名： 電話番号：

担当者名： 電子メール：

実施状況報告書

(R７年度の結果)
３．産業廃棄物： 提出有

処理計画書

（R８年度の計画）
２．産業廃棄物： 提出有

  電子メールでの行政情報の希望の有無 希望する ※希望の有無を選択してください。

廃棄物処理計画等
の提出状況

（当該年度提出分）

提出有 ５．特別管理産業廃棄物： ※計画書等の提出
の有無を選択してく
ださい。提出有 ４．特別管理産業廃棄物：

記入担当部署

安全環境部 ○○○-○○○-○○○○

○○　○○ ○○○＠○○.co.jp

（その他業種の場合）
　　売上高

百万円/年　 (当該事業場

事業規模

※前年度実績を記入、

医療機関は前年度末

時点の病床数を記入。

建築リフォーム工事業

公開可
※　本事業では、ホームページで事業者リストを公開（事業者名のみ）しています。
事業者名の公開の可否について左記より選択してください。

（製造業の場合）
　　製造品出荷額等

百万円/年 　(当該事業場

（建設業の場合）
　　建設工事元請完成工事高

百万円/年　 (エリア内

（医療機関の場合）
　　病床数

Ｄ－建設業

具体的な業種
（日本標準産業分類：
中分類又は小分類）

06　　総合工事業

　氏　名
株式会社○○○○建設
代表取締役　○○　○○

03-○○○○-○○○○

　神奈川県・横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市が推進する廃棄物自主管理事業により、廃棄物自主管理に関わ
る計画および状況について、別紙のとおり報告します。

株式会社○○○○建設　○○支店　（神奈川県所管域分（政令市除く））

○○市○○区○○丁目○番○号　○○○ビル○階

※　各事業場に送付した「フィードバック個票」の「貴事業場に関する属性データ」か
ら貴事業場の自主管理事業登録番号を転記してください。
　また、新規参加の場合は「新規」と記載してください。

15,000

従業員数
500

  ※　令和8年4月1日現在の常勤する従業員数

　所在地 東京都港区○○○丁目○番○号

令和 ８ 年 ６ 月〇〇日
神奈川県知事

提出者

処理計画の作成単位となった

事業場（建設業の場合は、処

理計画を策定した支店等）の
名称等を記載してください。

日本標準産業分類の中分類

又は小分類を記載してださい

（分類番号、分類項目等）。
判断がつかない場合は、総務

省のWebサイトをご覧になるか、

所管の県又は政令市までお問
合せください。

「6月30日」「6/30」等を入力すると、

和暦で表示されます。

代表者印及び

社印等は押印

しないでください。
・神奈川県知事

・横浜市長

・川崎市長

・相模原市長

・横須賀市長

から提出先を選んでください。

【提出者の例】

・事業者の代表 ： 代表取締役等

・事業場を管理している代表者 ： 工場長、工場管理者等
・建設業の場合 ： 支店長等

初めて提出する場合は

「新規」としてください。

建設業の場合は、処理計画を策定した

支店等の「エリア内（県または政令市の

各行政区域）」の元請完成工事高を記載
してください。

建設業の場合は、処理計画等を策定

した支店等（現場事務所含む）の従

業員数を記載してください。

P.73参照
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○ 廃棄物自主管理の状況について自己評価してください。

　※　すべての項目に、１から５までの数値を以下記述の該当選択肢より選んで記入してください。

【チェックシート】

Ⅰ　適正処理に関する自主管理状況について

管理体制等の状況について

1-1 1 1

1-2 1 1

1-3 1 1

2-1 1 1

2-2 1 1

2-3 1 1

2-4 1 1

2-5 1 1

2-6 3 3

3-1 1 1

3-2 1 1

3-3 1 1

3-4 1 1

3-5 1 1

3-6 2 1

該当するものに○

○ 実施するための具体的な方法がわからない。 項目番号（ ）

○ 実施するための専任する担当者がいない。又は、配置できない。 項目番号（ ）

その他 項目番号（ ）

 上記項目の「R７年度の状況、又はR８年度の計画」欄に『３若しくは４』を選んだ場合、その理由は何ですか。〔複数回答可〕

2-6

2-6

理由

　※　報告していただくのは、【チェックシート】と【アンケート】だけです。別ファイルの【法定事項等の確認項目】は社内確認用で
報告する必要はありません。

取　組　項　目
R７年度

の状況

R８年度

の計画

文
書

規
定

の

整
 

 
 

備

廃棄物処理のための諸規定（体制・職務、委託要領等）を、文書で定めていますか。

事業所で発生する一般廃棄物と産業廃棄物の一覧表を作成していますか。

廃棄物の種類ごとに、処理方法等について、文書で定めていますか。

取

組
の

状

況

廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用に対する目標を設定し、取り組むとともにその結果を評価し
ていますか。

社内で廃棄物のための取組等に関し、情報の共有化を行っていますか。

廃棄物管理に関する各種文書や廃棄物管理組織・体制等を定期的に見直していますか。

廃棄物の発生状況や処理状況を把握し、設備の改善等を行っていますか。

廃棄物に関する法改正や処理技術等の情報を収集し、廃棄物の適正処理の向上に活用しています
か。

廃棄物の処理に関し、自己処理の割合を高めるように取り組んでいますか。

組

織
の

状
況

廃棄物処理に関して、部署間を横断して検討を行う組織を設置していますか。

廃棄物問題について、経営層が参画する検討・審議機関が設置されていますか。

親会社、子会社、関連会社と協力して廃棄物処理に取り組む体制を作っていますか。

廃棄物に関する従業員研修を実施し、研修の成果を評価する仕組みがありますか。

外部団体が開催する廃棄物に関する講習会等へ従業員を積極的に参加させる仕組みがあります
か。

廃棄物処理に関し、社外の専門家と共同研究を行ったり、研究委託をする体制がありますか。

〔選択肢(R７年度の状況)〕

１：既に実施しており、内容も十分である。
２：既に実施しているが、検討の余地がある。
３：検討したが、まだ実施していない。

４：わからない。検討していない。実施困難である。
５：該当しない。

〔選択肢(R８年度の計画)〕

１：十分な内容で実施する。
２：十分とはいえないが、実施する。
３：実施できないが、検討する。

４：わからない。検討していない。実施困難である。
５：該当しない。

上記項目で「 ３」もしくは「４」を選んだ場合は、理由を選択・ 記載してください。 

※※以下、取組項目（ ４-１～17-１）も同様ですので、ご注意ください。※※ 
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廃棄物処理の委託について

4-1 1 1

4-2 1 1

4-3 1 1

4-4 2 2

5-1 1 1

5-2 1 1

5-3 1 1

6-1 1 1

6-2 1 1

6-3 1 1

6-4 2 2

該当するものに○

実施するための具体的な方法がわからない。 項目番号（ ）

実施するための専任する担当者がいない。又は、配置できない。 項目番号（ ）

その他 項目番号（ ）

Ⅱ　事業場内３Ｒ及び製品３Ｒに関する自主管理状況について

事業場内３Rについて

7-1 2 2

7-2 1 1

7-3 1 1

7-4 1 1

7-5 2 2

8-1 1 1

8-2 1 1

8-3 1 1

8-4 1 1

8-5 2 2

8-6 1 1

循

環
的

利
用

発生した廃棄物の分別のため保管場所を確保し、分別した廃棄物は、その種類ごとに適切に再使
用・再生利用（委託を含む）していますか。

廃棄物の処理状況を定期的に把握し、再使用・再生利用に努めていますか。

廃棄物の再使用・再生利用を促進するための方法・技術に関わる調査・研究を行っていますか。

親会社、子会社、関連会社と協力して、廃棄物の再使用・再生利用に取り組んでいますか。

資本関係のない他企業と協力して、廃棄物の再使用・再生利用に関する取組を実施していますか。

原材料や資材等に関し、廃棄物の循環的利用につながるものを購入していますか。

取　組　項　目
R７年度
の状況

R８年度
の計画

発

生
抑

制

製造工程、サービス等の企画時に廃棄物の発生抑制を考慮したものになっていますか。

廃棄物の発生状況を定期的に把握し、発生抑制に努めていますか。

廃棄物の発生を抑制するための方法・技術に関わる調査・研究を行っていますか。

親会社、子会社、関連会社と協力して、廃棄物の発生抑制に関する取組を実施していますか。

資本関係のない他企業と協力して、廃棄物の発生抑制に関する取組を実施していますか。

 上記項目の「R７年度の状況、又はR８年度の計画」欄に『３若しくは４』を選んだ場合、その理由は何ですか。〔複数回答可〕

理由

委
託

前
確

認
等

委託処理するにあたって、適正処理料金を検討し、契約していますか。

委託契約前に、処理施設の処理能力・維持管理の実態や周辺状況の調査を行っていますか。

廃棄物の処理委託に際して、脱水・圧縮等による減量化・減容化に努めていますか。

委

託
後

確
認

定期的に、委託処理施設の廃棄物の処理状況や処理施設の運転状況及び周辺状況を確認してい
ますか。

現地確認結果に基づいて処理・処分業者に適正処理に関して指示していますか。

委託処理業者に対し、廃棄物の性状、量等に関する情報を適宜提供していますか。

中間処理委託した廃棄物の処理残さ物について、その最終処分状況を現地確認していますか。

取　組　項　目
R７年度

の状況

R８年度

の計画

業

者
選

定

委託処理業者の選定にあたっては、廃棄物の種類や性状を踏まえて選定していますか。

委託処理業者の選定にあたっては、他工場や他社などの第三者から情報を収集し、活用しています
か。

国が定める処理業者の優良性の判断に係る評価基準及びその評価に基づく処理業者の情報等を
活用していますか。

公益社団法人神奈川県産業資源循環協会などの団体に加入し、業界情報を積極的に収集している
処理業者を選定していますか。
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Ⅳ　建設廃棄物に関する自主管理状況について

　（建設業の事業場のみ記入してください。）

建設工事における建設混合廃棄物について

13-1

13-2

建設汚泥の発生が見込まれる工事について

14-1

14-2

15-1

15-2

16-1

16-2

建設リサイクルについて

研
修

17-1

該当するものに○

実施するための具体的な方法がわからない。 項目番号（ ）

実施するための専任する担当者がいない。又は、配置できない。 項目番号（ ）

その他 項目番号（ ）

※ 15-1 建設汚泥の適切な再生利用の基準

理由

土壌の汚染に係る環境基準について（平成３年８月23日　環境省）

建設汚泥処理土利用技術基準（平成18年６月12日　国土交通省）

適
正

処
理

工事現場内において、脱水処理を行っていますか。

建設汚泥の処分について、極力、海洋投入処分を行わないようにしていますか。

建設現場で実際に作業を行う者について、建設リサイクルに関する研修会等に参加していますか。

 上記項目の「R７年度の状況、又はR８年度の計画」欄に『３若しくは４』を選んだ場合、その理由は何ですか。〔複数回答可〕

発

生
抑

制

設計、施工にあたり、汚水や安定液等を使用しない工法を採用していますか。

設計、施工にあたり、断面形状の工夫による掘削土量の削減等をしていますか。

再
生

利

用

建設汚泥について、工事現場内又は他の自ら行う工事現場において、適切な再生利用を行ってい
ますか。※

建設汚泥のリサイクルを推進するために、新たな技術開発又は技術を有する企業との連携を行って
いますか。

取　組　項　目
R７年度
の状況

R８年度
の計画

発

生
抑

制

及
び

再

生
利

用

設計段階で、解体時の分別解体のしやすさ、再資源化のしやすさを考慮した構造や資材を採用して
いますか。

工事現場において、分別を積極的に取り組んでいますか。

【建設業のみ記載】 
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Ⅴ　令和７年度における不要物等発生量及び有償物量について

　貴事業場での不要物等発生量及び有償物量についてお伺いします。

「不要物等発生量」＝有償物量＋様式３－２（５－２）の「①排出量」です。下記に記入してください。

( トン)

Ⅵ　令和７年度における産業廃棄物の最終処分の状況について

　　今後の廃棄物行政の参考とさせて頂きたく、貴事業場排出の産業廃棄物の最終処分状況をお伺いします。

　＊　中間処理委託先が、県内の場合には「市町村名」を、県外の場合には「都道府県名」を記入してください。

　＊　埋立場所が、県内の場合には「施設名」を、県外の場合には「都道府県名」を記入してください。

　＊　最終処分の方法として「海洋投入」している場合には、「○」を選んでください。

産業廃棄物の最終処分(埋立)を県外としている理由について

該当するものに○〔複数回答可〕

最終処分する廃棄物の全てを一括して委託(埋立処分)できるため

○ 中間処理業者からの紹介があるため

最終処分場を現地調査し、安全性が確認できたため

埋立処分費が安いため

収集運搬費が安いため  具体的な品目を記入してください。

最終処分(埋立)したい品目を受け入れる処分場が県内にないため

その他

その他の
理由を記入

してください。

燃え殻 綾瀬市 宮城県、愛知県、東京都

金属くず 富山県 富山県

ガラス・コンクリート・陶磁器くず 横浜市 宮城県

廃アルカリ（強アルカリを含む） 茨城県 茨城県

廃プラスチック類 相模原市 北海道

廃油（引火性廃油） 愛知県 宮城県、愛知県、東京都

廃酸（強酸を含む） 千葉県 茨城県、宮城県、秋田県

40,284

廃棄物の種類
中間処理の場所
県内：市町村名

県外：都道府県名

主な最終処分（埋立・海洋投入）の場所

県内（施設名） 県外（都道府県名） 海洋投入

汚泥 横浜市
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担当部門等について

廃棄物管理体制の整備に関する自己評価

廃棄物対策の取組状況に関する自己評価

前年度と比較して廃棄物の排出量が増減した主な要因に関する事項

　　廃棄物の排出量が減少した上位３種類について記入してください。

　　　減少した廃棄物の種類 ① 廃酸 ② ③

製品設計を見直し、発生抑制に取り組んだため ① ○ ② ○ ③ ○

事業場内における再生利用が促進したため ① ② ③

資源化の促進に取組み、有価で売却できるようになったため ① ② ③

事業規模又は受注高が減少したため <経済環境の影響を受けたため> ① ② ③

その他（理由を記入） ① ② ③

　　廃棄物の排出量が増加した上位３種類について記入してください。

　　　増加した廃棄物の種類 ① 廃プラスチック ② ③

事業規模又は受注高が伸びたため ① ○ ② ○ ③

３Ｒ対策が、思うように促進できなかったため ① ② ③

有価から逆有償に逆転したため ① ○ ② ③

その他（理由を記入） ① ② ③

廃棄物対策で提供できる情報があれば記入してください。

その他
対策

食堂残さ物のコンポスト化

発生抑制
対策

排水汚泥の発生抑制

再使用
対策

事業所内でのリサイクル物品情報の共有

再生利用
対策

廃油を遠心分離機で再生油と含油排水に分離

該当する項目に

○をつけてください

〔複数回答可〕金属くず

該当する項目に

○をつけてください

〔複数回答可〕燃え殻 廃油

反省すべき点 　

自己評価点 80 点 (100点満点）

評価できる点
・規程を適宜見直し、体制の整備を充実させている。
・廃棄物の見える化システムによる廃棄物管理業務の効率化を図っている。
・委託業者の確認を定期的に実施し、適切に処理が行われていることを確認している。

反省すべき点

自己評価点 点 (100点満点）

評価できる点
・廃棄物の発生抑制に努めた。
・廃棄物の有価物化に取り組み、資源の有効利用を推進している。
・分別の徹底やマニフェストの適切な運用方法等について教育を実施している。

Ⅶ　貴事業場における廃棄物管理について、令和７年度の主な取組内容と全体的な自己評価（採点およ
び自由記入）をしてください。また、提供可能な情報について書いてください。

取　組　状　況

担当部署 品質管理課
職名、

担当者氏名
係長　　　○○　○○
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アンケート
　※　取組状況は、令和８年４月１日現在の状況を回答してください。

　※　選択肢の回答は、該当する項目の□の中に○をつけてください。

Ⅰ　取組状況について

1

※

電子マニフェストの採用状況

○ ①全面的に採用している。

②一部の取引だけ採用している。

③採用に向けて準備中・検討中である。

④採用していない。

※ 電子マニフェストを採用していない理由　〔複数回答可〕

委託先の業者が採用していない。

収集運搬業者 中間処理業者

紙マニフェストよりコストがかかる。

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続料 専任職員経費 その他 （ ）

適正処理と業務の効率化に結びつかない。

廃棄物量が少ない 紙ﾏﾆﾌｪｽﾄに馴染んでいる

監査等で紙が必要 その他 （ ）

自社の業務には適さない。 理由（ ）

電子マニフェストを採用するメリットが少ない。

どのようなメリットを希望しますか。 （ ）

世間の動向をみている。

情報流出が懸念される。

その他 理由（ ）

2

○ ①環境会計（環境省）を運用中である。

②環境管理会計（経済産業省）を運用中である。

③環境会計（環境省）の導入に向けて準備中・検討中である。

④環境管理会計（経済産業省）の導入に向けて準備中・検討中である。

⑤通常の会計システムで環境費目の管理を実施している。

⑥データの集計だけを実施している。

⑦環境（管理）会計は実施していない。

※ 環境（管理）会計を実施していない理由　〔複数回答可〕

実施するための具体的な方法がわからない。

実施するための専任する担当職員がいない。又は、配置できない。

実施するメリットが少ない。

事業規模が小さく、馴染まない。 その他 （ ）

外部監査等に対応する余裕がない。

その他 理由（ ）

　電子マニフェストの採用状況について、当てはまる項目をひとつだけ選んでください。なお、
電子マニフェストを採用していない場合は、その理由について次の項目にお答えください。

前々年度に特別管理産業廃棄物（PCB廃棄物を除く）を50ｔ以上排出した事業者は○をつけてください。

　環境会計の実施状況について、当てはまる項目をひとつだけ選んでください。親会社やグルー
プ会社として統括的に取り組んでいる場合も「実施」に含みます。なお、環境（管理）会計を実
施していない場合は、その理由について次の項目にお答えください。
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3

○ ①環境報告書を作成・公表している。

②エコアクション21の環境活動レポートとして作成・公表をしている。

③環境報告書を作成しているが、公表はしていない。

④環境報告書の導入に向けて準備中・検討中である。

⑤環境報告書は作成していない。

※ 環境報告書を作成していない理由　〔複数回答可〕

作成するための具体的な方法がわからない。

作成するための専任する担当職員がいない。又は、配置できない。

作成するメリットが少ない。

事業規模が小さく、馴染まない。 その他 （ ）

その他 理由（ ）

4

○ ①ＩＳＯ１４００１の認証を取得している。　

②エコアクション２１の認証を取得している。

③認証は受けていないが、ＩＳＯ１４００１に準じた管理を実施している。

④その他（オリジナルも含む）の環境マネジメントシステムを導入している。

⑤ＩＳＯ１４００１の認証取得に向けて準備中・検討中である。

⑥エコアクション２１の認証取得に向けて準備中・検討中である。

⑦環境マネジメントシステムは取り入れていない。

⑧その他 理由（ ）

5

○ ①事業所全体で、廃プラスチック使用製品産業廃棄物等を前年度250トン以上排出していますか。

○ ②廃プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出抑制や再資源化の目標を定め、排出量と目標の達成状況等を

公表している場合にはホームページのURLをご記入ください。

（ https://www.pref.kanagawa.jp/○○○/○○○○ ）

　ＩＳＯ１４００１やエコアクション２１の認証取得状況について、当てはまる項目をひとつだ
け選んでください。

　プラスチック資源循環法への対応について、以下の項目をお答えください。

　環境報告書の作成状況について、当てはまる項目をひとつだけ選んでください。親会社やグ
ループ会社として統括的に取り組んでいる場合も「実施」に含みます。なお、環境報告書を作成
していない場合は、その理由について次の項目にお答えください。

https://www.pref.kanagawa.jp/
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Ⅱ　廃棄物自主管理事業について

イ 〔 〕

カ 〔 〕

〔 〕

＜Ⅰ欄＞ ＜Ⅱ欄＞

ア 汚泥 ①　搬入量や搬入頻度の制限

イ 廃プラスチック類 ②　性状（混入・汚れ・付着、成分など）による制限

ウ 紙くず（事業系一般廃棄物を含む。） ③　処理価格の改定

エ 木くず ④　その他 ※
　

オ がれき類

カ その他　※ ※自由記載欄に「種類」及び「支障の理由」を記載

廃棄物の処理の支障について、ご意見等をご自由にご記入ください。

【アンケートは以上です。ご協力、有難うございました。】

梱包に使われるPETバンドが再生不可品となり、有価売却ができなくなった。

自由記載欄

①　搬入量や搬入頻度の制限

④　その他 木くず・金属類の複合品、処分場のひっ迫による受入拒否

　この報告に係る１年間に、廃棄物等の処理に支障がありましたか。あった場合には、Ⅰ欄から
産業廃棄物の種類を、またⅡ欄からその理由を選んでください。〔複数回答可〕

産業廃棄物の
種類（Ⅰ）

支障の理由（Ⅱ） 〔　自由記載欄　〕
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　法定事項等の確認項目 【法定事項等の確認項目】

　　（確認項目ですので、このページは提出していただく必要はありません。）

1-1
廃棄物の再生や処理、処分を行う場合には、廃棄物処理基準に適合した取り扱いをしていますか。[法
第12条第１項]

○ 済

1-2
自社での廃棄物の保管は、産業廃棄物が運搬されるまでの間、技術上の基準に従い保管しています
か。[法第12条２項、則第８条]

○ 済

1-3
産業廃棄物を生ずる事業場の外で自らの産業廃棄物を保管するにあたって、環境省令で定める保管に
該当する場合、あらかじめ県知事等に届出を行っていますか。[法第12条第３項]

○ 済

1-4
運搬又は処分を他人に委託する場合、環境省令等で定める者にそれぞれ委託していますか。[法第12条
第５項]

○ 済

1-5
運搬又は処分を他人に委託する場合、処理の状況に関する確認を行い、産業廃棄物の発生から最終処
分が終了するまでの一連の処理が適正に行われるために必要な措置を講じていますか。[法第12条第７
項]

○ 済

1-6
産業廃棄物処理施設を設置している場合には、法に定める産業廃棄物処理責任者を置いていますか。
[法第12条第８項]

該当し
ない

1-7
多量排出事業者は、産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、県知事等に提出してい
ますか。[法第12条第９項]

○ 済

1-8 多量排出事業者は、計画の実施状況について県知事等に報告していますか。[法第12条第10項] ○ 済

1-9
産業廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設以外の焼却施設を設置している事業者、事業場の外で
自らの産業廃棄物の処分又は再生を行う事業者は、帳簿を作成し、１年ごとに閉鎖し、閉鎖後５年間保
存していますか。[法第12条第13項]

該当し
ない

1-10 委託契約書を契約の終了の日から５年間保存していますか。[令第６条の２第５号] ○ 済

1-11
特別管理産業廃棄物が生じる場合は、事業場ごとに法定資格を有する特別管理産業廃棄物管理責任

者を設置していますか。[法第12条の２第８項]
○ 済

1-12
特別管理産業廃棄物の多量排出事業者は、特別管理産業廃棄物の減量その他のその処理に関する計
画書を作成し、県知事等に提出していますか。[法第12条の２第10項]

○ 済

1-13
特別管理産業廃棄物の多量排出事業者は、実施の状況について県知事等に報告していますか。[法第
12条の２第11項]

○ 済

1-14
特別管理産業廃棄物の運搬又は処分等の委託契約書を契約の終了の日から５年間保存しています
か。[令第６条の６第２号]［則第８条の16の４］

○ 済

1-15
産業廃棄物の処理を産業廃棄物処理業者に委託している場合、産業廃棄物管理票（マニフェスト）を適
切に交付していますか。[法第12条の３第１項]

○ 済

1-16 交付した産業廃棄物管理票（マニフェスト）の写しを５年間保存していますか。[法第12条の３第２項] ○ 済

1-17
手元に戻ってきた産業廃棄物管理票（マニフェスト）の写しの内容を確認し、かつ、当該管理票の写しを
受けた日から５年間保管していますか。〔法第12条の３第６項〕

○ 済

1-18
前年度の１年間に交付した産業廃棄物管理票（電子マニフェスト利用分を除くマニフェスト）について、様
式第三号により「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」を作成し、６月30日までに当該事業場の所在地

を所管する県知事等へ提出していますか。[法第12条の３第７項]
○ 済

1-19
産業廃棄物管理票（マニフェスト）の写しは期限までに送付されていることを確認していますか。[法第12
条の３第８項]

○ 済

1-20
産業廃棄物管理票（マニフェスト）の写しが期限までに送付されなかったとき、または、産業廃棄物処理
業者から処理困難通知を受けたときは、排出事業者が行う適切な措置を講じていますか。[法第12条の３

第８項]
○ 済

1-21
産業廃棄物処理施設を設置している事業者は、設置に関し県知事等の許可を得ていますか。[法第15条

第１項]

該当し

ない

1-22
産業廃棄物処理施設（焼却施設、石綿溶融施設、PCB処理施設、最終処分場に限る。）を設置している
場合には、定期検査を受検していますか。[法第15条の２の２]

該当し
ない

1-23
産業廃棄物処理施設を設置している場合には、法に定める維持管理基準に従って維持管理しています
か。[法第15条の２の３]

該当し
ない

1-24
産業廃棄物処理施設(焼却施設、石綿溶融施設、PCB処理施設、最終処分場に限る。)を設置している場
合、維持管理に関する計画及び維持管理の状況に関する情報をインターネット等で公表していますか。
［法第15条の２の３第２項］

該当し
ない

1-25
産業廃棄物処理施設(焼却施設、石綿溶融施設、PCB処理施設、最終処分場に限る。)を設置している場
合、維持管理に関する事項を記録するとともに、当該処理施設に備え置き、３年間、当該維持管理に関

し、生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じて閲覧させていますか。［法第15条の２の４］

該当し

ない

1-26 産業廃棄物を輸入している事業者は、環境大臣の許可を得ていますか。[法第15条の４の５第１項]
該当し
ない

1-27 産業廃棄物の処理施設を設置している事業者は、技術管理者を置いていますか。[法第21条第１項]
該当し
ない

1-28
産業廃棄物の処理施設のうち、政令で定める施設を設置している場合、その施設において生活環境保
全上の支障が生じ、あるいは生ずるおそれがある事故が発生したときは、直ちに応急の措置を講じ、事
故の状況等を県知事等に届出ていますか。［法第21条の２第１項］

該当し
ない

法定事項 確　認　項　目 確認欄
対応
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　法定事項等の確認項目　　（前ページからの続き）
　　（確認項目ですので、このページは提出していただく必要はありません。）

2-1
工場若しくは事業場（建設工事に係るものを含む）で事業を行う者及び物品販売を行う者（以下「事業者」
という。）又は建設工事の発注者として、その事業又は建設工事の発注に際し原材料等の使用の合理
化を行うとともに、再生資源及び再生部品を利用するよう努めていますか。[法第４条第１項]

○ 済

2-2
事業者又は建設工事の発注者として、製品が長期間使用されるよう、あるいは、廃棄されたもの等を再

生資源や再生部品として利用するよう努めていますか。[法第４条第２項]
○ 済

2-3
資源有効利用促進法の指定再資源化製品であるパソコン及び小型二次電池の製造業者等にあっては、
回収・リサイクルの取組を適切に実施していますか。[法第４条第２項]

該当し
ない

2-4
事業所から排出するパソコン及び小型二次電池については、資源有効利用促進法に基づくメーカーの回
収・再生利用（リサイクル）に協力していますか。[法第５条]

○ 済

2-5
資源有効利用促進法の指定表示製品である容器包装などの製造業者等にあっては、分別回収を促進
するための識別表示を適切に行っていますか。[法第24条第１項]

○ 済

3-1
繰り返して使用することが可能な容器包装の使用、容器包装の過剰な使用の抑制、あるいは容器包装

廃棄物の分別収集、分別基準適合物の再商品化等に努めていますか。[法第４条]
○ 済

3-2
容器包装リサイクル法の特定事業者にあっては、指定法人である（財）日本容器包装リサイクル協会に
再商品化の費用を適切に負担するなどにより、再商品化義務を履行していますか。[法第11～14条]

該当し
ない

4-1
３Ｒの優先順位に従い(発生抑制>(再使用)>再生利用>熱回収>その他)、適切に分別して排出するよう努

めていますか。[法第４条]
○ 済

4-2
事業場全体で、前年度のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量が250トン以上である場合、排出
抑制や再資源化等の目標を定め、排出量と目標の達成状況をホームページ等で公表するよう努めてい
ますか。[法第44条]

該当し
ない

5-1
特定家庭用機器の耐久性の向上及び修理の実施体制の充実を図ること等により特定家庭用機器廃棄
物の発生を抑制、あるいは、特定家庭用機器の設計等を通じて特定家庭用機器廃棄物の再商品化等
に要する費用を低減するよう努めていますか。[法第４条]

該当し
ない

5-2
事業所から排出される特定家庭用機器（家電リサイクル法対象物）については、同法に基づき適切に再
商品化（リサイクル）していますか。　　[法第６条]

○ 済

6-1
建設業を営むものとして、建設物等の設計や建設資材の選択等で工夫することにより、建設資材廃棄物

の発生を抑制するとともに、建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用の低減に努めていますか。[法
第５条第１項]

該当し
ない

6-2
建設業を営むものとして、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材を使用するよう努めてい
ますか。[法第５条第２項]

該当し
ない

6-3
建設リサイクル法の基本方針や実施指針に照らして、同法の規制対象とならない工事の場合や特定建
設資材廃棄物以外の廃棄物についても、分別解体等を行い、適切に再資源化等を実施していますか。
[法第４条]

該当し
ない

6-4
建設工事の発注者として、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用の適正な負担
等を通じて、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等の促進に努めていますか。[法第６条]

該当し
ない

6-5
建設リサイクル法の対象建設工事の発注者等は、解体工事にあっては解体する建築物等の構造、新築

工事等にあっては使用する特定建設資材の種類等必要事項を県知事等に届け出ていますか。[法第10
条]

該当し

ない

6-6
建設リサイクル法の対象工事の請負契約当事者は、建設業法第十九条第１項に定めるもののほか、分
別解体等の方法、解体工事に要する費用等必要事項を書面に記載し、相互に交付していますか。[法第
13条第１項]

該当し
ない

6-7
建設リサイクル法の対象工事にあっては、特定建設資材の分別解体等を行い、適切に再資源化等を実
施していますか。[法第９条、法第16条]

該当し
ない

6-8
元請業者となった場合において、建設リサイクル法の対象工事にあっては、再資源化完了報告を作成
し、発注者に対して報告するとともに、当該再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存してい

ますか。[法第18条第１項]

該当し

ない

※
建設リサイクル法の対象とならない工事にあっても、発注者に対して建設廃棄物の再資源化、適正処理
の状況を報告していますか。

該当し
ない
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　法定事項等の確認項目　　（前ページからの続き）
　　（確認項目ですので、このページは提出していただく必要はありません。）

7-1
自動車製造業者として、自らが果たす役割の重要性に鑑み、その適正かつ円滑な実施を図るため、関
連情報を適切に提供することその他の使用済自動車の再資源化等の実施に必要な協力に努めていま
すか。[法第３条第２項]

該当し
ない

7-2
関連事業者として、使用済自動車の再資源化を適正かつ円滑に実施することにより、使用済自動車に
係る廃棄物の適正処理及び資源の有効な利用の確保を図るため、使用済自動車の再資源化に関する
知識及び能力の向上に努めていますか。[法第４条第１項]

該当し
ない

7-3
引取業者として、自動車製造業者等と協力し、自動車の再資源化等に係る料金その他の事項について
自動車の所有者による使用済自動車の引渡しが円滑に行われるよう努めていますか。[法第４条第２項]

該当し
ない

7-4
自動車をなるべく長期間使用する、自動車の購入に当たってはその再資源化等の実施に配慮した自動
車を選択する等使用済自動車の再資源化等を促進するよう努めていますか。[法第５条]

○ 済

7-5
事業所から排出される使用済自動車については、自動車リサイクル法に基づき、適切に引取業者に引き
渡していますか。　[法第８条]

○ 済

二
輪
車

※
事業所から排出される使用済の二輪車については、業界の自主的な回収・リサイクルの取組に協力して
いますか。

○ 済

8-1 ＰＣＢ廃棄物を自らの責任において確実かつ適正に保管又は委託処理していますか。[法第３条] ○ 済

8-2
ＰＣＢ廃棄物を保管している場合は、毎年度ＰＣＢ特別措置法に基づく届出を提出していますか。[法第８
条]

○ 済

9-1
事業活動に伴って発生するダイオキシン類による環境の汚染の防止又は、その除去等をするために必
要な措置を講じていますか。[法第４条]

該当し
ない

9-2
廃棄物焼却炉から排出されるばいじん及び焼却灰、燃え殻に含まれるダイオキシン類を環境省令で定
める基準以内となるよう処理又は委託処理していますか。[法第24条第１項]

該当し
ない

 注 ： 法定事項欄の「※」項目は、法定事項ではありませんが、可能な限り実施にご協力いただきたい事項です。
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